
最低制限価格運用要領の一部改正について 

（平成 25 年 12 月 10 日一部改正） 

 

 

 消費税法改正（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律）に伴い、平成２６年４月１日以

後に締結する契約から、消費税率が現行の５％（消費税及び地方消費税の額）

から８％になるため、消費税率の記載を下記のとおり改正いたします。 

 なお、今回の消費税法改正では、、、、請負工事等請負工事等請負工事等請負工事等でででで経過経過経過経過措置措置措置措置がががが設設設設けられておりけられておりけられておりけられており、「、「、「、「平平平平

成成成成２５２５２５２５年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日かかかからららら平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに締結締結締結締結するするするする契約契約契約契約であっであっであっであっ

てててて、、、、当該契約当該契約当該契約当該契約にににに係係係係るるるる引渡引渡引渡引渡しがしがしがしが平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後になされるものになされるものになされるものになされるもの」」」」もももも消費消費消費消費

税率税率税率税率がががが８８８８％％％％となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

記 

 

 改正前  「１００分の１０５」 

 

 改正後改正後改正後改正後        「「「「１００１００１００１００分分分分のののの１０８１０８１０８１０８」」」」    



 

新 ひだか町 最 低 制 限 価 格 運 用 要 領  

 

平 成 ２５年 １２月 １０日 決 裁  

（趣 旨 ） 

第 １条   この要 領 は、新 ひだか町 が一 般 競 争 入 札 又 は指 名 競 争 入 札 （以 下 「入 札 」という。）によ 

り工 事 又 は委 託 業 務 の請 負 の契 約 を締 結 しようとする場 合 において、地 方 自 治 法 施 行 令 （昭

和 ２２年 政 令 第 １６号 。以 下 「施 行 令 」という。）第 １６７条 の１０第 ２項 （施 行 令 第 １６７条 の１３に

より準 用 する場 合 を含 む。）の規 定 により最 低 制 限 価 格 を設 けるときの取 扱 いについて定 める。 

 

  （定 義 ） 

第 ２条   この要 領 において、次 の各 号 に掲 げる用 語 の定 義 は、当 該 各 号 に定 めるところによる。 

(1) 直 接 工 事 費  工 事 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった直 接 工 事 費 をいう。 

(2) 共 通 仮 設 費  工 事 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった共 通 仮 設 費 （二 次 労 務 費 等 共 通 仮 設  

費 に相 当 するものを含 む。）をいう。 

(3) 現 場 管 理 費  工 事 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった現 場 管 理 費 （現 場 経 費 、工 場 管 理 費  

据 付 間 接 費 等 現 場 管 理 費 に相 当 するものを含 む。）をいう。 

(4) 一 般 管 理 費  工 事 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった一 般 管 理 費 （保 証 経 費 を含 む。）をい 

う。 

(5) 直 接 人 件 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった直 接 人 件 費 をいう。 

(6) 特 別 経 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった特 別 経 費 をいう。 

(7) 技 術 料 等 経 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった技 術 料 等 経 費 をいう。 

(8) 諸 経 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった諸 経 費 をいう。 

(9) 直 接 経 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった直 接 経 費 をいう。 

(10) その他 原 価  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となったその他 原 価 をいう。 

(11) 一 般 管 理 費 等  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった一 般 管 理 費 等 をいう。 

(12) 技 術 経 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった技 術 経 費 をいう。 

(13) 直 接 調 査 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった直 接 調 査 費 をいう。 

(14) 間 接 調 査 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった間 接 調 査 費 をいう。 

(15) 解 析 等 調 査 業 務 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった解 析 等 調 査 業 務 費 をい 

  う。 

(16) 直 接 測 量 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった直 接 測 量 費 をいう。 

(17) 測 量 調 査 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった測 量 調 査 費 をいう。 

(18) 直 接 業 務 費  委 託 業 務 の予 定 価 格 算 出 の基 礎 となった直 接 業 務 費 をいう。 

 

 



 

  （対 象 工 事 及 び業 務 ） 

第 ３条   最 低 制 限 価 格 の対 象 となる工 事 及 び委 託 業 務 は予 定 価 格 が新 ひだか町 財 務 規 則 （平  

成 １８年 規 則 第 ３０号 ）第 １３８条 第 １項 に規 定 する金 額 を超 える建 設 工 事 等 とする。ただし、予  

定 価 格 が同 規 則 に規 定 する金 額 以 下 の建 設 工 事 等 であっても町 長 が認 めた場 合 は、この限  

りでない。 

 

（工 事 の最 低 制 限 価 格 の算 定 方 法 等 ） 

第 ４条   工 事 の最 低 制 限 価 格 は、⑴から⑷までに定 める額 の合 計 額 （その額 に１円 未 満 の端 数

があるときは、これを切 り捨 てた額 ）に 100 分 の 108 を乗 じて得 た額 とする。ただし、その額 が、

予 定 価 格 に 10 分 の９を乗 じて得 た額 を超 える場 合 にあっては、予 定 価 格 に 10 分 の９を乗 じて

得 た額 （その額 に１円 未 満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 てた額 ）とし、予 定 価 格 に 10 分 の

７を乗 じて得 た額 に満 たない場 合 にあっては、予 定 価 格 に 10 分 の７を乗 じて得 た額 （その額 に

１円 未 満 の端 数 があるときは、これを切 り上 げた額 ）とする。 

(1) 直 接 工 事 費 の額 に１０分 の９．５を乗 じて得 た額  

(2) 共 通 仮 設 費 の額 に１０分 の９を乗 じて得 た額  

(3) 現 場 管 理 費 の額 に１０分 の８．５を乗 じて得 た額  

(4) 一 般 管 理 費 の額 に１０分 の６．５を乗 じて得 た額  

２ 前 項 の規 定 にかかわらず、特 に必 要 があると認 めるときは、最 低 制 限 価 格 を工 事 の予 定 価 格

に１０分 の７を乗 じたものから１０分 の９を乗 じたものまでの範 囲 内 で適 宜 に設 けることができる。 

３ この要 領 を適 用 する工 事 には、最 低 制 限 価 格 の設 定 調 書 （別 記 様 式 第 １号 ）を作 成 するもの

とする。 

４ この要 領 を工 事 に適 用 するときは、当 該 工 事 の一 般 競 争 入 札 の告 示 又 は指 名 競 争 入 札 の

参 加 者 の指 名 に係 る通 知 において、その旨 を明 示 するものとする。 

 

  （委 託 業 務 の最 低 制 限 価 格 の算 定 方 法 等 ） 

第 ５条  委 託 業 務 の最 低 制 限 価 格 は、次 の(1)から(5)までに定 める額 （その額 に 1 円 未 満 の端 数

があるときは、これを切 り捨 てた額 ）に 100 分 の 108 を乗 じて得 た額 とする（一 の契 約 の中 に二

以 上 の委 託 業 務 が含 まれる場 合 は、委 託 業 務 の種 類 ごとに算 出 した額 の合 計 額 に 100 分 の

108 を乗 じて得 た額 とする。）。ただし、地 質 調 査 以 外 の委 託 業 務 については、その額 が予 定

価 格 の 10 分 の８を超 える場 合 にあっては、予 定 価 格 に 10 分 の８を乗 じて得 た額 （その額 に 1

円 未 満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 てた額 ）とし、予 定 価 格 の 10 分 の６に満 たない場 合 に

あっては、予 定 価 格 に 10 分 の６を乗 じて得 た額 （その額 に 1 円 未 満 の端 数 があるときは、これを

切 り上 げた額 ）とする。 

また、地 質 調 査 については、その額 が予 定 価 格 の 10 分 の 8.5 を超 える場 合 にあっては、予

定 価 格 に 10 分 の 8.5 を乗 じて得 た額 （その額 に 1 円 未 満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 て



 

た額 ）とし、予 定 価 格 の３分 の２に満 たない場 合 にあっては、予 定 価 格 に３分 の２を乗 じて得 た

額 （その額 に 1 円 未 満 の端 数 があるときは、これを切 り上 げた額 ）とする。 

(1) 設 計 （土 木 ）にあっては、直 接 人 件 費 の額 、直 接 経 費 の額 、技 術 経 費 の額 に 10 分 の６を

乗 じて得 た額 及 び諸 経 費 の額 に 10 分 の６を乗 じて得 た額 の合 計 額 と直 接 業 務 費 の額 及 び

技 術 経 費 の額 の合 計 額 に 1.28 を乗 じて得 た額 のいずれか高 い額  

(1)の２ 前 号 の積 算 体 系 によらない設 計 （土 木 ）にあっては、直 接 人 件 費 の額 、直 接 経 費 の

額 、その他 原 価 の額 に 10 分 の 9 を乗 じて得 た額 及 び一 般 管 理 費 等 の額 に 10 分 の 3 を乗

じて得 た額 の合 計 額  

(2) 測 量 にあっては、直 接 測 量 費 の額 、測 量 調 査 費 の額 及 び諸 経 費 の額 に 10 分 の４を乗 じ

て得 た額 の合 計 額  

(3) 地 質 調 査 にあっては、直 接 調 査 費 の額 、間 接 調 査 費 の額 に１０分 の９を乗 じて得 た額 、解

析 等 調 査 業 務 費 の額 に 10 分 の 7.5 を乗 じて得 た額 及 び諸 経 費 の額 に 10 分 の４を乗 じて

得 た額 の合 計 額  

(4) 設 計 （建 築 ）にあっては、直 接 人 件 費 の額 、特 別 経 費 の額 、技 術 料 等 経 費 の額 に 10 分 の

６を乗 じて得 た額 及 び諸 経 費 の額 に 10 分 の６を乗 じて得 た額 の合 計 額  

(5) 草 刈 、清 掃 、公 園 の維 持 管 理 業 務 等 の業 務 にあっては、予 定 価 格 に 10 分 の 9 を乗 じて

得 た額  

(6) (1)から(5)以 外 の業 務 にあっては、適 宜 に定 めるものとする。  

２ 一 の契 約 の中 に二 以 上 の委 託 業 務 が含 まれる場 合 、最 低 制 限 価 格 の設 定 範 囲 を算 出 する

場 合 の委 託 業 務 の種 類 ごとの業 務 価 格 については、10,000 円 止 め（10,000 円 未 満 切 捨 て）と

する。 

３ この要 領 を適 用 する委 託 業 務 には、最 低 制 限 価 格 の設 定 調 書 （別 記 様 式 第 ２号 ）を作 成 す

るものとする。 

 

  （予 定 価 格 調 書 への記 載 ） 

第 ６条  最 低 制 限 価 格 を設 けたときは、当 該 最 低 制 限 価 格 を記 載 した予 定 価 格 調 書 （別 記 様 式  

第 ３号 ）を作 成 するものとする。 

 

  （入 札 の執 行 ） 

第 ７条   最 低 制 限 価 格 を下 回 る入 札 が行 われた場 合 は、入 札 執 行 者 は、当 該 入 札 をした者 を 

落 札 者 としないものとする。このとき、入 札 執 行 者 は入 札 者 に対 して、施 行 令 第 １６７条 の１０第

２項 （施 行 令 第 １６７条 の１３により準 用 する場 合 を含 む。）の規 定 により当 該 入 札 をした者 に

「失 格 」の宣 言 を告 げるものとする。 

２ 予 定 価 格 以 下 で、かつ、最 低 制 限 価 格 以 上 の価 格 をもって入 札 をした者 は、入 札 執 行 者 は、

この者 のうち最 低 の価 格 をもって入 札 をした者 を落 札 者 とする。 



 

３ 予 定 価 格 以 下 で、かつ、最 低 制 限 価 格 以 上 の価 格 をもって入 札 した者 が存 在 しないときは、

入 札 執 行 者 は、再 度 入 札 をすることができるものとする。ただし、再 度 入 札 は２回 までとし、この

場 合 、最 低 制 限 価 格 未 満 で入 札 をした者 を再 度 入 札 に参 加 させないものとする。 

４ ２回 目 の再 度 入 札 で落 札 する者 がいない場 合 は、当 該 入 札 をした者 の中 で最 低 価 格 の者 に

対 して入 札 執 行 者 の判 断 により不 落 随 意 契 約 を行 うことができる。 

５ 前 項 の入 札 執 行 者 の判 断 により不 落 随 意 契 約 とすることが不 適 当 と認 めた場 合 は、「入 札 不

調 」の宣 言 を告 げ当 該 入 札 参 加 者 を除 き再 度 公 告 入 札 又 は、再 度 指 名 選 考 のうえ入 札 を行

うものとする。 

 

  （入 札 経 過 の報 告 ） 

第 ８条  入 札 不 調 のときは、入 札 不 調 報 告 書 （別 記 様 式 第 4 号 ）を作 成 し、報 告 するものとする。 

 

  （雑 則 ） 

第 ９条  この要 領 の実 施 に関 し必 要 な事 項 は、町 長 が定 める。 

  

 

附  則  

1 この要 領 は、平 成 ２０年 ９月 １７日 から施 行 する。 

 

2 この要 領 は、平 成 ２１年 ７月 ８日 から施 行 する。 

 

３ この要 領 は、平 成 ２３年 ４月 １日 から施 行 する。ただし、第 ５条 の改 正 の内 、端 数 処 理 以 外 の

改 正 は、平 成 ２３年 １月 １１日 から施 行 する。 

 

４ この要 領 は、平 成 ２４年 ２月 ２１日 から施 行 する。 

 

5 この要 領 は、平 成 24 年 10 月 1 日 から施 行 する。 

 

６ この要 領 は、平 成 ２６年 １２月 １０日 から施 行 し、平 成 ２６年 ４月 １日 以 降 に締 結 する契 約 （平 成

２５年 １０月 １日 から平 成 ２６年 ３月 ３１日 までの間 に締 結 する契 約 であって、当 該 契 約 に係 る引

渡 しが平 成 ２６年 ４月 １日 以 後 になされるものを含 む。）から適 用 する。 


